
 

 

富山市商工業振興資金融資制度のご案内 

（創業者支援資金制度） 

 

 

 

１　融資申込みのできる中小企業者 

資本金要件又は従業員要件のいずれかに該当すれば申し込みできます。 

（一部業種については例外があります。） 

 

 

 

 

 

 

※許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていなければなりません。 

 

 

２　申込みできない業種 

富山県信用保証協会が保証対象外としている業種 

 

　３　受付機関 

富山市役所商工労政課 

 

　４　取扱金融機関 

　 　下記金融機関の富山県内にある本・支店 

  みずほ銀行・三井住友銀行・第四北越銀行・北陸銀行・富山銀行・北國銀行・福井銀行 

　　  富山第一銀行・富山信用金庫・高岡信用金庫・にいかわ信用金庫・新湊信用金庫  

　　  富山県信用組合・商工組合中央金庫・なのはな農業協同組合・富山県医師信用組合 

 

 

 

 　業 種 資本金・出資の総額 　常時使用する従業員
 　小 売 業 ５０００万円以下 　　　５ ０ 人 以 下
 　サ ー ビ ス 業 ５０００万円以下 　　１ ０ ０ 人 以 下
 　卸 売 業 １ 億 円 以 下 　　１ ０ ０ 人 以 下
 　製造業・その他業種 ３ 億 円 以 下 　　３ ０ ０ 人 以 下

【お問合せ先】 

　　商工労政課　商工業振興係 

　　ＴＥＬ　０７６－４４３－２０７０ 

　　ＦＡＸ　０７６－４４３－２１８３




